
第 555 条　売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約するこ
とによって、その効力を  生ずる  。

1 売買は 当事者の 一方が ある 財産権を 相手方に 移転する ことを 約し 相手方が これに 対して その 代金を 支払う ことを 約する ことに よって その 効力を 生ずる
2 売買は よって 効力を
3 ことに その
4 約し 約する
5 一方が ことを 相手方が 対して ことを
6 当事者の 移転する これに 支払う
7 財産権を 相手方に 代金を
8 ある その
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第 587 条　消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け
取ることによって、その効力を生ずる。

1 消費貸借は 当事者の 一方が 種類 品質 及び 数量の 同じ 物を もって 返還を する ことを 約して 相手方から 金銭 その 他の 物を 受け取る ことに よって その 効力を 生ずる
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第 593 条　使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによっ
て、その効力を生ずる。

1 使用貸借は 当事者の 一方が 無償で 使用 及び 収益を した 後に 返還を する ことを 約して 相手方から ある 物を 受け取る ことに よって その 効力を 生ずる
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第 601 条　賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと
を約することによって、その効力を生ずる。

1 賃貸借は 当事者の 一方が ある 物の 使用 及び 収益を 相手方に させる ことを 約し 相手方が これに 対して その 賃料を 支払う ことを 約する ことに よって その 効力を 生ずる
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タイ語訳

< คำ�แปล >
第 587 条

第 593 条

第 601 条


